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第 3 部 環 境 の 現 状 と 対 策

第 1 章 大 気 汚 染

第 1 節 大気汚染の現況

1 概 要

本県では大気汚染に係 る 環境基準物質の測定を表 24 の と お り 実施 してい る が 大規模な発生源が

少ないため 、 二酸化硫黄は じめ各汚染物質 と も全国的に も 低汚染地域であ り 、 経年的に も 横ばい傾向

が続いて い る 。 昭和 62 年度の 測定結果に よ る と 、 光化学オキ シ ダ ン ト について短期的には若干環境

基準を超え る地点があ るが 長期的評価に よ る と 鳥取市松並町 ( 固定局衛生研究所 ) 及び米子市西福

原 ( 固定局米子保健所 ) と も 全物質が環境基準に適合 して い る と 考え られ る 。 ( 表 2 5 )

ま た 、 自 動車排出 ガ ス に よ る 大気汚染は 、 一酸化炭素について横ばい の傾向にあ る 。

表 24 一般環境大気及び 自 動車排出 カ ス測定局一覧表
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測 定 局 所 在 地

測 定 項 目

二酸化

硫 黄

一酸化

炭 素
浮遊粒子

状 物 質
窒 素
酸 化 物

光 化 学
オキシダン ト

大気測定局一般環境
衛 生 研 究 所 鳥取市松並町二丁 目 ○ ○ ○ ○ ○

米 子 保 健 所 米子市西福原 ○ ○ ○ ○ ○

日 吉 津 日 吉津村 日 吉津 ○

ガス測定局自動車排出
鳥取県物産観光セ ン タ ー 鳥取市末広温泉町 ○

丸 山 交 差 点 鳥取市松並町三丁 目 ○

中 国 電 力 前 米子市加茂町 ○

｣℃
‐

“
(

( 注) ○印は測定実施
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表 25 大気汚染の現況

i
の
d
ー

測 定 物 質 環 境 基 準

測 定 結 果 ( 単位 : 浮遊粒子状物質噂/m3 、 そ の他ppの

評 価

衛 生 研 究 所 米 子 保 健 所 日 吉 津

二 酸 化 い お う

1 時間値の 1 日 平均値
0 04 ppm以下

0 00 2 () 0 . 0 1 4 0 . 00 1 () 0 . 0 1 2 0 . 00 2 () 0 . 0 1 4

全側定局が環境基準に適合 して い る。

1 時間値 0 1 ppm以下 0. 0 0 1 () 0 . 049 0 , 000 () 0. 029 0 . 00 0 () 0 . 0 62

一 酸 化 炭 素

1 時間値の 1 日 平均値
l o ppm以下

0 . 1 ~ 0 . 9 0 . 2 () 0 . 9

全測定局か環境基準に適合 して い る。
1 時間値の 8 時間平均値

20 Ppm以下
0 . 1 ~ 1 5 0 . 1 ~ 0. 6

浮 遊 粒 子 状 物 質

1 時間値の 1 日 平均値
0. 1 0 昭/岼以下

0. 007 () 0 . 07 3 0 . 005 () 0 . 07 6

全測定局か環境基準に適合 して い る。

1 時間値 0. 2 0 唯/岼以下 0 004 ~ 0. 1 28 0 002 ~ 0 1 78

二 酸 化 窒 素

1 時間値の 1 日 平均値が 0 04

~ 0. 06 P凹 ま での ゾ ー ン 内又は

それ以下

0. 000 () 0 02 1 0 . 003 ~ 0. 03 1 全測定局が環境基準に適合 して い る。

光化学オ キ シ ダ ン ト =時間値 0. 06 ppm以 下 0 000 () 0 . 094 0 00 1 () 0 . 092

衛生研究所及び米子保健所で環境基

準を若干超えたか 緊急時の措置基

準 0. 1 2 ppm を超え る こ と は なか っ た 。



昭和48年 5 月 8 日 環境庁告示第 25 号制定

昭和48年 5 月 1 6 日 環境庁告示第 35 号一部改正

表 26 大気汚染に係 る環境基準 昭和53年 7 月 1 1 日 環境庁告示第 38 号一部改正
昭和56年 6 月 1 7 日 環境庁告示第 47 号一部改正

物質 二酸化いお う 一 酸 化 炭 素 浮遊粒子状物質 二酸化窒素 光化学オキシタ ソ ト

環境上の条件
1 時間値の 1 日

平均値が 0. 04ppm
以下であ り 、 か

つ、 1 時間値か

0. 1 PPm 以下であ

る こ と 。

1 時間値の 1 日 平

均値が 1 o ppm 以 下

であ り 、 かつ 、 1

時間値の 8 時間平

均値が 20 ppm 以 下

であ る こ と 。

1 時間値の 1 日 平

均値か 0. 1 0 咀 / m3

以下であ り 、 かつ

1 時間値が 0. 20昭

/ nF 以 下であ る こ

と 。

1 時間値の 1 日

平均値が 0. 04PPm

か ら 0 . 06 PPm まで

の ゾ ー ン 内又は

それ以下であ る

こ と 。

1 時間値が 0. 06 ppm

以下であ る こ と 。

測定方法
溶液導電率法 非分散型赤外分析

。十を用い る方法

ろ過捕集に よ る重

量濃度測定方法又

は こ の方法に よ っ

て測定された重量

濃度 と 直線的な関

係を有す る量かえ

られ る 光散乱法、

圧電天びん法若 し

く はヘ ー タ 線吸収

法

ザノレ ッ マ ソ試薬

を用い る 吸光光

度法

中性 ヨ ウ 化力 J ウ

ム 溶液を用い る 吸

光光度法又は 、 電

暈法

備考 1 . 浮遊粒子状物質と は 、 大気中に浮遊す る 粒子状物質であ っ て 、 その粒径か 10 ~ ク ロ ソ以下
の も のをい う 。

2 光化学 オキ シ ダ ン ト と は 、 オ ゾ ン 、 パ ー オキ シ ア セ チルナ イ ト レ ー ト 、 そ の他の光化学反

応に よ り 生成 される 酸化性物質 ( 中性 ヨ ウ 化 カ ノ ウ ム 溶液か ら ヨ ウ 素を遊離す る も のに限 り 、
二酸化窒素を除 く 。 ) を い う 。

　 　　 　 　 　　　 　　　 　 　 　

2 汚染物質別測定結果 鱒 馬↓

( 1 ) 二酸化硫黄

二酸化硫黄濃度の測定は、 自 動測定機 ( 溶液導電率法 対こ よ り 鳥取市松並町 鳥取県衛生研究所

( 以下 ｢衛生研究所｣ と い う 。 ) 、 日 吉津村 日 吉津藤山宅 ( 毎月 1 回 、 約 2 週間連続 〕 並びに米子

市西福原米子保健所 ( 以下 ｢米子保健所｣ と い う 。 ) で実施 して い る 。

昭和 62年度の測定結果に よ れば 、 衛生研究所では 1 時間値の 1 日 平均値の最高値 0. 0 1 4 ppmであ り

環境基準に適合 して い る 。 米子保健所では 1 時間値の 1 日 平均値の最高値は 0. 0 1 2 p如 であ り 、 環境

基準に適合 してい る 。 ま た 、 日 吉津村 日吉津は環境基準に適合 して い る と 考え られ る 。

二酸化硫黄の経年変化は図 1 の と お り であ る 。

二酸化鉛法に よ る硫黄酸化物測定を鳥取市 5 地点、 倉吉市 4 地点、 米子市 6 地点、 境港市 3 地点、

日 吉津村 1 地点で実施 して お り 、 昭和6 2年度測定結果は最高 0. 46 0 昭S0 3 / 日 / l o o c艀 P b0 2 (皆生温

泉会館 ) で 、 汚染の 目 安 と さ れ る 0 5 唯S0 3 / 日 / 1 oo c艀 P b02 を 下回 っ て い る 。 経年変化は 図 2

の と お り であ る 。
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表 27 二酸化硫黄濃度測定結果

測 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
1 時間値

カミ 0 1 ppm

を超えた

時間数 と

そ の割合

日 平均値

カミ 。･ 04 ppm

を超えた

日 数 と そ

の 割 合 時間値の最高値 で＼、日平均値の最高値 外,値日平均値の二%除
日 平均値

0 0 4 PPm

を超えた

自 力 ･ 2 日

以上連続

した こ と

の 有 無

環境基準の

長期的。平価

に よ る 日 平

均値 0 04PPm

を 超 え た

日 数

( 日 ) (時間) (ppの (時間) (% ) ( 日 ) (% ) (ppの (ppの (ppの (有 × 無○) ( 日 )

衛生研究所 358 8, 623 0. 005 0 O O O 0 04 9 0 01 4 0. 0 1 1 ○ O

米子保健所 355 8, 5 93 0 004 O O O O 0 029 0 . 0 1 2 0 . 009 ○ O

日 吉 津 1 7 1 4 , 326 0 . 005 O O O O 0 . 062 0 0 1 4 0 . 0 1 1 ○ O

d● ⑧ 有効測定 日 数と “幻 飜り定時間力薊時間以上で郷数

表 28 二歳化硫黄濃度経年変化

測定局 項 目
昭 和
57 年度

昭 和

58年度
昭 和

59年度
昭 和

60年度

昭 和

6 1 年度

昭 和

62年度

衛生研究所
測 定 時 間 (時間) 8 , 674 8 , 628 8 , 72 2 8 , 526 8 , 6 1 2 8 , 6 23

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 005 0 . 005 0. 005 0 . 005 0 . 005 0 . 005

1 時 間値が 0 1 ppm を
超 え た 時 間 数

(時間) O O O O O O

日 平均値か 0. 0 4 PPmを
超 え た 日 数(

( 日 ) O O O O O O

1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 05 9 0 . 047 0 . 040 0 05 1 0 . 045 0 049

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 0 1 9 0 . 0 1 3 0 . 0 1 5 0 0 1 7 0 . 023 0 0 1 4

米子保健所
測 定 時 間 (時間) 4. 1 25 4 , 7 02 4, 246 4 , 1 2 3 7 , 75 1 8 , 5 93

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 008 0 0 06 0 . 007 0 . 006 0 . 0 04 0 . 004

1 時 間 値が 0. l ppm を
超 え た 時 間 数

(時間) 2 O O O O O

日 平均値が 0. 0 4 ppmを

超 え た 日 数
( 日 ) 3 O O O O O

1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 1 2 1 0 . 027 0 . 04 1 0 . 045 0 . 06 4 0 . 02 9

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 05 7 0 . 0 1 0 0 . 0 2 0 0 0 20 0 . 028 0. 0 1 2
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測定局 項 目
昭 和

57 年度

昭 和

58年度

昭 和

59年度
昭 和
60年度

昭 和

6 1 年度
昭 和

6 2年度

日吉津
測 定 時 間 (時間) 4, 320 4, 05 2 4 , 030 4, 303 4, 4 1 2 4, 326

年 平 均 値 ( ppm ) 0 006 0 . 0 04 0 . 0 05 0 . 00 4 0 . 004 0 005

1 時 間値が 0. l pPm を
超 え た 時 間 数

(時間) 1 O O O O O

日 平均値が 0. 0 4 PPm を
超 え た 日 数

( 日 ) O O O O O O

1 時 間 値 の 最 高 値 ( pp凪 ) 0 . 1 2 9 0 1 00 0 080 0 . 02 5 0 , 044 0. 06 2

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 032 0 . 0 27 0. 02 1 0 . 0 1 5 0 . 022 0 . 0 1 4

表 29 二酸化鉛法に よ る 硫黄酸化物濃度年平均値経年変化
( 単位 鰭S0 3 / 日 / l oo c鑽 P b0 2 )

測 定 地 古
昭 和

57年度
昭 和

58年度
昭 和

59年度
昭 和
60年度

昭 和

6 1 年度
昭 和
62年度

鳥 取 市

鳥 取 警 察 署

鳥 取 女 子 高 校

鳥 取 市 立 病 院

鳥 取 商 工 会 館

山 陰 合 銀 鳥 取 支 店

0 08 1

0 . 084

0 . 1 5 3

0 . 082

0 245

0 . 045

0 . 046

0 . 1 44

0 . 047

0 . 05 9

0 . 089

0 . 085

0 . 1 6 3

0 . 080

0 . 1 1 1

0 075

0 . 097

0 1 48

0 . 07 9

0. 1 30

0 08 3

0 . 1 07

0 1 47

0 06 8

0. 1 38

0 . 09 9

0 1 1 2

0 . 1 3 6

0 . 07 2

0 . 1 1 7

倉 吉 市

倉 吉 市 役 所

日 本交通新町営業所
※ 1

中 部 総 合 事 務 所

か ら さ わ や 駅 前 店

0. 0 34

0. 07 1

0 . 03 1

0 04 9

0 . 0 29

0 . 05 9

0 . 027

0 . 04 1

0 . 0 6 5

0 . 07 6

0 . 0 93

0 . 08 1

0 . 0 3 8

0 07 9

0 . 04 1

0. 042

0 . 0 1 7

0. 05 1

0 . 02 1

0. 036

0 . 035

0 . 036

0 . 033

0 . 038

米 子 市

夜 見 鉄 工 団 地

N H K 住 吉 中 継 所

皆 生 温 泉 会 館

米 子 保 健 所

米 子 商 工 会 議 所

西 部 総 合 事 務 所

0. 06 2

0 . 1 78

0 . 1 18

0 . 1 1 0

0 . 06 2

0 . 080

0 . 074

0 . 0 46

0 . 2 22

0 088

0 . 1 5 1

0 . 1 7 7

0 . 064

0. 036

0 . 1 5 1

0 080

0 1 87

0 . 1 6 1

0 . 07 5

0. 029

0 . 1 7 2

0 0 53

0 . 1 49

0 . 1 27

0 . 08 0

0 044

0 . 1 5 0

0 06 4

0 . 1 5 9

0 . 1 36

0 . 1 02

0 043

0 1 9 1

0 . 07 0

0. 1 86

0 . 1 58

境 港 市

済生会境港総 合病 院

境 測 候 所

余 子 小 学 校

0. 1 49

0 . 076

0 . 045

0 . 1 89

0 . 1 08

0 . 07 2

0 . 1 23

0 . 06 9

0 . 036

0. 1 4 1

0 . 0 5 6

0 . 02 2

0 . 207

0 . 1 04

0 . 035

0 . 20 9

0 1 1 6

0 . 058

日 吉津村 日 吉 津 小 学 校 0. 1 2 1 0 . 1 78 0 . 1 3 9 0 . 1 0 1 0 . 1 5 6 0 . 1 47

(注) ※ 1 は昭和 60年 4 月 か ら 県立厚生病院か ら変更。

- 3 8 一



表 30 二酸化鉛法に よ る 硫黄酸化物汚染度の評価

汚 染 度 膿ま/ S0 3 / 日 / 1 o o c好 P b0 2 。平 価

汚 染 度 第 1 度 0. 5 以上 1 . 0 未満 軽微な汚染

" 第 2 度 1 0 以上 2 . 0 未満 普通度の 汚染

" 第 3 度 2 . 0 以上 3. 0 未満 中等度の汚染

" 第 4 度 3 . 0 以上 4. 0 未満 やや高度の汚染

" 第 5 度 4. 0 以上 高度の汚染

(注) P b0 2 法に よ る S 0 2 汚染度の判定基準 ( 寺部 )

図 1 二酸化硫黄濃度の経年変化

S0 2

(ppの

0----○ 衛生研究所

×-~--× 米子保健所

口--『口 日 吉 津

環境基準

@ ○. 02

日 平均値
の最高値

57 58 5 9 60 6 1 6 2
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図 2 二酸化鉛法に よ る 硫黄酸化物濃度経年変化

○--｢0 鳥 取 市

←÷-→ 倉 吉 市

×---× 米 子 市

△---△ 境 港 市

ロー-｢口 日 吉津村

( 1喀 S0 3 / 日 /
1 oo c證 P b〇の

57 58 5 9 60 6 1 62 t }鵞年平均値

(2 ) 一酸化炭素

ァ 一般環境大気測定局

一酸化炭素濃度の測定は 、 自 動測定機 ( 非分散型赤外分析法 ) “こ よ り 昭和 50 年 6 月 から衛生研

究所で、 昭和 54 年 3 月 か ら米子保健所で実施 して い る 。

昭和 62 年度測定結果 ( 表 3 1 ) に よ れは 、 衛生研究所では 1 時間値の 8 時間平均値の最高値

1 . 5 ppm 、 日 平均値の最高値 0. 9 ppm であ り 、 環境基準に適合 している 。 ま た、 米子保健所では 1 時間

値の 8 時間平均値の最高値は 1 . 6 ppm 、 日 平均値の最高値 0 9 ppm で あ り 環境基準に適合 して い

る 。

経年変化は表 32 の と お り であ る 。

イ 自 動車排出 ガ ス測定局

自動車排出 ガ ス に よ る 大気中一酸化炭素濃度の測定は 、 自 動測定機 ( 定電位電解法 ) に よ り 昭

和 50 年度から鳥取市末広温泉町 ( 鳥取県物産観光セ ン タ ー ) で 、 昭和 53 年 度か ら米子市加茂町

( 中国電力前 ) で、 昭和 54 年 5 月 か ら 鳥取市松並町 ( 丸山交差点 ) で毎月 1 回 実施 して い る 。

昭和 62 年度測定結果 ( 表 3 3 ) に よ れば 、 3 地点の 日 平均値最高値は 5. o ppm に鳥取県物産観光

セ ン タ ー ) 、 1 時間値の 8 時間平均値の最高値は 6. 8 ppm ( 鳥取県物産観光セ ン タ ー ) であ り い

ずれ も 環境基準に適合 して し ･ る と 考え られ る 。

汁
M
翔
り

＼litい きふ も '
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表 3 1 一酸化炭素濃度測定結果 ( 一般環境大気測定局 )

測 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
8 時間値

カ コ 2 0 pPm

を超えた

回数 と そ

の 割 合

日 平均値

カミ 1 o ppm

を超えた

日 数 と そ

の 割 合 8時間値の最高値 日平均値の最高値 外値日平均値の二%除
日 平均値

1 O PPm を

超えた 日

が 2 日 以

上連続 し

た こ と の

有 無

環境基準

の長期的

評価に よ

る 日 平均

値 1 o p血

を超えた

日 数

( 日 ) (時間) (ppの (回 ) (% ) ( 日 ) (% ) (ppの (ppの (ppの (有 × 無○) ( 日 )

衛生研究所 360 8, 666 0 . 4 O O O O 1 . 5 0 . 9 0 . 7 ○ O

米子保健所 347 8, 403 0. 5 O O O O 1 . 6 0 . 9 0 . 8 ○ O

" (注) 有効測定 日 数叡ニ ー 日 の測定時間が 2o 時間以上であ る 日 数

表 32 一酸化炭素濃度経年変化 ( 一般環境大気測定局 )

研

間

●

測定局 項 目
昭 和

57 年度

昭 和

58年度

昭 和

59年度

昭 和

60年度

昭 和

6 1 年度

昭 和

62年度

衛生研究所
測 定 時 間 (時間 ) 8, 725 8 , 548 8, 63 0 8 , 5 75 8 , 6 93 8 , 66 6

日 平 均 値 ( ppm ) 0 . 4 0 . 4 0 . 4 0 . 4 0 4 0 . 4

8 時間値か 20 ppmを 超え た 回数 ( 回 ) O O O O O O

日 平均値が 1 o ppmを超え た 日 数 ( 日 ) O O O O O O

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 1 . 8 1 . 6 1 . 5 2 . 1 1 . 2 1 . 5

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 1 . 3 1 . 1 1 . O 1 . 3 0 . 9 0 . 9

米子保健所
測 定 時 間 (時間) 4, 1 02 4 , 6 3 1 3 , 3 1 9 3 , 1 06 8 , 689 8 , 403

日 平 均 値 ( ppm ) 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 5 0 . 5 0 . 5

8 時間値が 20 ppmを超 え た 回数 ( 回 ) O O O O 0 O

日 平均値が 1 o ppmを 超え た 日 数 ( 日 ) O O O O O O

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 1 . 9 1 . 7 1 . 4 1 . 5 2 . O 1 . 6

日 平 均 値 の 最 高 値 ( p皿 ) 1 . 1 1 1 1 . 2 1 . O 1 . 2 0. 9

昭
町

- 光

し ･
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表 33 一酸化炭素濃度測定結果 ( 自 動車排出 カ ス測定局 )

　　
　　

　　　　
　
　　

　　
　

　
　
　

　
　

　　
　
　
　

　　
　　
　
　
　

　　
　　

　

側 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
8 時間値が 20

ppm を 超え た回

数 と そ の割合

日 平均値が 1 0

ppm を 超えた回

数 と そ の割合 最高値8時間値の 最高値日平均値の
( 日 ) (時間) (ppの (回 ) (% ) ( 日 ) (% ) (ppの (ppの

鳥取県物産観光セ ン タ ー 1 2 288 3 . 3 O O O O 6 . 8 5 0

丸 山 交 差 点 1 2 288 2 . O O O O O 5 . O 3 . 5

中 国 電 力 前 1 2 288 1 . 7 O O O O 3 . 7 2 . 6

( 注) 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間か 20時間以上であ る 日 数

表 34 一酸化炭素濃度経年変化 ( 自 動車排出ガ ス測定局 )

l t m

　 　

測定局 項 目
昭和57

年 度

昭和58

年 度
昭和59
年 度

昭和 60

年 度

昭和6 1

年 度

昭和62

年 度

鳥取県物産観光センター
※

測 定 時 間 (時間) 235 3 1 2 286 288 288 288

年 平 均 値 ( ppm ) 3 . O 3 . 6 3 . 7 4. O 3 4 3 . 3

8 時間値が 20ppm を 超 え た 回数 ( 回 ) O O O O O O

日 平均値が 1 oppm を 超 え た 日 数 ( 日 ) O O O O O O

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 8 . O 7 . 9 1 1 . 7 1 1 . 7 6 . 6 6 . 8

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 5 . 5 5 3 8 . 9 8 . 6 4 8 5 . O

丸山交差点
側 定 時 間 (時間) 1 92 288 28 3 288 288 288

年 平 均 値 ( ppm ) 1 . 6 1 . 6 2 . O 2 . 6 1 . 4 2 . O

8 時間値が 20 ppm を超え た回数 ( 回 ) O O O O O O

日 平均値が 1 o ppmを超 えた 日 数 ( 日 ) O O O O O O

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 3 . 7 3 . 6 4 . 4 1 0. 9 3 . 9 5 0

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 2 . 2 2 . 6 3 . 5 6 . 4 2 1 3 . 5

中国電力前
測 定 時 間 (時間) 2 64 288 288 288 264 288

年 平 均 値 ( ppm ) 1 . 5 1 . 3 1 . 4 1 . 8 1 . 4 1 . 7

8 時間値が 20 ppm を超え た 回数 ( 回 ) O O O O O 0

日 平均値が 1 o ppm を超え た 日 数 ( 日 ) O O O O O O

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 3 . O 2 . 3 2 . 5 3 . 3 2 . 5 3. 7

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 2 . 2 2 . O 2 . 0 2 . 5 1 . 9 2 . 6

(注) ※ 印は昭和 62 年度か ら 日 本旅行セ ン タ ー よ り 名称変更。
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図 3 一酸化炭素濃度経年変化 ( 一般環境大気測定局 )

CO

(ppの

環境基準

○---｢0 衛生研究所

×----× 米子保健所

57 58 5 9 60 6 1 6 2

図 4 一酸化炭素濃度経年変化 ( 自 動車排出 ガ ス 測定局 )

CO

(ppの

O肝--｢0 日 交旅行セ ン タ ー

△----△ 丸山交差点

×----× 中国電力前

日 平均値
の最高値

57 58 59 6 0 6 1 6 2

一 4 3 -



( 3 ) 浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質濃度の測定は 、 自 動測定機 ( 光散乱法 ) に よ り 測定 した相対濃度を重量濃度に換

算す る 方法に よ り 、 昭和 48 年 9 月 か ら 衛生研究所で 、 昭和 54 年 3 月 から 米子保健所 で 実施 し

て い る 。

昭和 6 2 年度測定結果 ( 表 35 対こ ょ れは 、 衛生研究所では 日 平均値の最高値 0. 0 7 3 昭/頑 、 1 時間

値の最高値 0. 1 2 8 噂/旙であ り 、 環境基準に適合 して い る 。 ま た 、 米子保健所では 日 平均値 の 最高

値 0. 0 7 6 噂/nF 、 1 時間値の最高値 0 1 7 8 幣/爵であ り 環境基準に適合 してい る 。

経年変化は表 3 6 の と お り であ る 。

表 35 浮遊粒子状物質濃度側定結果

測 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
1 時間値が

0, 2 0 鰭/m3

を 超 え た

時 間 数 と

そ の 割 合

日 平均値が

0. 1 o mg /鯉

を 超 え た

日 数 と

そ の 割 合 1時間値の最高値 日平均値の最高値 日平均値の2%除外値
日 平均値

0. 1 0叩/姪

を超えた

日 が 2 日

以上連続

した こ と

の 有 無

環境基準

の長期的

評価に よ

る 日 平均

値 0. 1 0

叱れ瓣を超

えた 日 数

( 日 ) (時間) (唯/證) (時間) (% ) ( 日 ) (% ) (叩/蝨) (mg/旙) (mg/厨) (有 × 無○) ( 日 )

衛生研究所 365 8, 7 50 0 . 024 O O O O 0 . 1 28 0 . 07 3 0 . 049 ○ O

米子保健所 356 8 , 6 05 0 022 O O O O 0 . 1 78 0 . 07 6 0 . 049 ○ O

(注) 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の 測定時間が 20 時間以上であ る 日数

表 36 浮遊粒子状物質濃度経年変化

測定

局
項 目

昭和 57
年 度

昭和 58

年 度
昭和 59

年 度

昭和 60
年 度

昭和 6 1

年 度
昭和 62

年 度

衛生研究所
測 定 時 間 (時間) 8, 6 6 3 8, 6 1 3 8, 680 8 , 642 8, 7 2 7 8, 750

年 平 均 値 (噂/m3 ) 0 . 025 0 . 025 0 . 027 0 . 024 0 023 0 . 0 24

1 時間値直が 0. 20 旺/nF を超えた時間数 (時間 ) O O O O O O

日 平均値が0. 1 0唯/m3 を 超 え た 日 数 ( 日 ) O O O O O O

1 時 間 値 の 最 高 値 (唯/mう 0 . 1 75 0 . 1 97 0 . 1 63 0 . 1 65 0 1 93 0 1 28

日 平 均 値 の 最 高 値 (鵤/鯖) 0 . 066 0 . 07 1 0 . 084 0 065 0 065 0 07 3
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鱒 図 5 浮遊粒子状物質濃度経年変化

(咀/m3 )

0 . 1 4

環境基準

oh---○ 衛生研究所

×----× 米子保健所

日 平均値
の最高値

57 58 5 9 60 6 1 6 2
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測定

局
項 目

昭和 57

年 度

昭和 58

年 度
日召禾口 5 9

年 度

日召禾口 6 0

年 度

昭和 6 1

年 度

昭和 62

年 度

米子保健所
測 定 時 間 (時間 ) 4 , 097 4 , 7 03 3 , 838 4 , 1 46 7 , 05 0 8 , 605

年 平 均 値 (旺/旙) 0 . 02 0 0 . 0 1 7 0 . 0 2 1 0 . 0 2 1 0 . 0 29 0 02 2

1 時間値か 0. 2 0 屹/nFを超えた時間数 (時間 ) O O O O 1 O

日 平均値が 0. 1 0 噂/姪 を超えた 日数 ( 日 ) O O O O 1 O

1 時 間 値 の 最 高 値 (鮨/旙) 0 . 1 45 0 . 1 33 0 . 1 23 0 . 1 1 8 0 . 2 62 0 . 1 78

日 平 均 値 の 最 高 値 (唯/m3 ) 0 . 0 68 0 045 0 . 062 0 . 05 8 0 1 27 0 . 076



(4 ) 窒素酸化物

窒素酸化物濃度の測定は 、 自 動側定機 ( ザル ッ マ ソ試薬を用い る 吸光光度法 ) に よ り 昭 和 48 年

5 月 か ら衛生研究所で、 昭和 54 年 3 月 か ら米子保健所で実施 して い る 。

昭和 62 年度の二酸化窒素の測定結果 ( 表 3 7 ) に よ れば、 衛生研究所では 日 平均値 の 最高値が

0. 0 2 1 ppmであ り 環境基準に適合 して い る 。 ま た 、 米子保健所では 日 平均値の最高値が 0. 03 1 pPm であ

り 、 環境基準に適合 して い る 。

二酸化窒素の経年変化は表38 の と お り であ る 。

表 3 7 二酸化窒素濃度測定結果

測 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
日 平均値が

0 0 6 P皿 を

超えた 日 数

と そ の割合

日 平均値が

0. 0 4 PPm 以

上 0. 0 6 PPm

以下の 日数

と そ の割合 1時間値の最高値 日平均値の最高値
日 98

平

均

値%
の

年

間値

98 % 値 評

価 に よ る

日 平均値が

0. 0 6 PPm を

超えた 日 数

( 日 ) (時間) (ppの ( 日 ) (% ) ( 日 ) (% ) (ppの (ppの (ppの ( 日 )

衛生研究所 362 8 , 6 99 0 00 5 O O O O 0 . 03 9 0 . 0 2 1 0 . 0 1 5 O

米子保健所 344 8, 43 9 0 . 0 1 2 O O O O 0 . 06 6 0 . 03 1 0 . 0 2 3 O

(注) 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の 測定時間が 20 時間以上であ る 日 数。

表 38 二酸化窒素濃度の経年変化

測定

局
項 目

昭和 57

年 度

昭和58

年 度

昭和 59

年 度
昭和 60

年 度

昭和 6 1

年 度
昭和62

年 度

衛生研究所
側 定 時 間 (時間 ) 8, 5 25 8 , 645 8 , 548 8 , 683 8 , 275 8 , 6 9 9

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 0 08 0 . 008 0 . 007 0 . 006 0 005 0 . 005

日 平均値が 0 0 6 ppm を超え た 日数 ( 日 ) O O O O O O

1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0. 05 8 0 046 0 . 040 0 . 042 0 035 0 . 039

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 0 2 8 0 . 030 0 0 2 1 0 . 0 2 3 0 . 0 1 6 0 . 0 2 1

米子保健所
測 定 時 間 (時間) 4, 2 1 8 4 , 67 1 4 , 2 94 4 , 26 6 8 , 5 6 6 8 , 43 9

年 平 均 値 ( ppm ) 0 0 1 0 0 . 0 09 0 . 0 1 0 0 . 009 0 . 0 1 1 0 . 0 1 2

日 平均値が 0 0 6 ppm を超えた 日数 ( 日 ) 0 O O O O O

1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 055 0 . 043 0 . 054 0 . 1 06 0 . 1 23 0 06 6

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 025 0 . 026 0 . 029 0 . 024 0 027 0 . 03 1

べ きさ せ
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図 6 二酸化窒素濃度経年変化

(ppm )

0 . 04 環境基準

○--｢0 衛生研究所

×---一× 米子保健所

57 58 5 9 6 0 6 1 6 2

(5) 光化学オキ シ ダ ン ト

光化学オキ シ ダ ン ト 濃度の測定は 、 自 動測定機 ( 中性 ヨ ウ 化 カ ノ ウ ム 溶液を用い る 吸光光度法 )

に よ り 昭和 48 年 6 月 か ら衛生研究所で、 昭和 5 4 年 3 月 か ら米子保健所で実施 して い る 。

昭和 62 年度の測定結果 ( 表 3 9 ) に よ れば 、 衛生研究所では 1 時間値の最高値が 0. 0 94 PPm であ り 、

昼間測定 日 数 3 5 8 日 、 時間数 5 , 2 6 5 時間中 6 2 日 3 6 6 時間が環境基準を超えて い る が 、 緊急時の措置

基準 0. 1 2 pp型を超え る こ と は なか った 。 米子保健所では 1 時間値の最高値が 、 0. 0 9 2 Ppm であ り 、 昼

間測定 日 数 3 6 0 日 、 時間数 5 , 2 2 4 時間中 46 日 2 3 4 時間が環境基準を超えて い る が 緊急時の措置基

準 0. 1 2 ppm を超え る こ と はなか っ た。 ま た 、 被害の届出はなか っ た 。

経年変化は表 40 の と お り であ る 。

表 39 光化学オキ シ ダ ン ト 濃度測定結果

測 定 局 有効側定日数 測定時間数 年平均値
1 時間値

カミ 。 ･ 0 6

ppm を 超

えた時間

数 と そ の
△割 口 1時間値の最高値 日平均値の最高値 昼間測定日数 昼間測定時間数

昼間の 1

時間値が

0 0 6 Ppm

を超えた

日 数 と

時 間 数

昼間の 1

時間値が

0. 1 2 Ppm

以 上 の

日 数 と

時 間 数 昼間の1時間値の最高値
昼間

間値

の の
日

最

高平
1 均

時値

( 日 ) (時讃ゆ (ppの (時捐ゆ (% ) (ppの (ppの ( 日 ) (時主脳ゆ ( 日 ) (時間ゆ ( 日 ) (時眉ゆ (ppの (ppの

衛生研究所 349 8 , 1 1 1 0 034 43 1 5 . 3 0 0 94 0 . 067 358 5 , 265 62 3 6 6 O O 0 . 094 0 049

米子保健所 334 8 , 0 99 0 . 03 0 275 3 . 4 0 . 0 9 2 0 . 05 9 3 6 0 5 , 2 24 46 2 34 O O 0 . 092 0 . 045

(注 ) 1 . 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間か 20 時間以上で あ る 日 数。

2 . 昼鼎月 と は 5 時か ら 20 時 ま での時間帯。
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表 40 光化学オキ シ ダ ン ト 濃度経年変化

測定

局
項 目

昭和 57

年 度

日召赤口 58

年 度

昭和 59

年 度

昭和 60

年 度

昭和 61

年 度

日召禾口 62

年 度

衛生研究所
昼 間 測 定 日 数 ( 日 ) 357 35 5 364 364 365 35 8

昼 間 測 定 時 間 (時間) 5 , 3 39 5 , 30 2 5 , 35 6 5 , 346 5 , 399 5 , 265

昼間の 1 時間値が 0. 0 6 ppm を 超え た 日 数
と 時間数

( 日 ) 1 9 1 9 1 8 23 60 6 2

(時間) 87 94 75 84 3 1 4 3 66

昼間の 1 時間値が 0 1 2 ppm 以 上の 時間数 (時間) O O O O O 0

昼 間 の 1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 084 0 . 084 0 . 08 0 0 . 098 0 1 00 0 . 0 94

昼 間 の 日 最 高 1 時 間 値 の 年 平 均値 ( ppm ) 0 . 0 42 0 044 0 . 03 1 0 . 047 0 . 04 9 0 . 049

米子保健所
昼 間 測 定 日 数 ( 日 ) 1 6 3 1 7 7 1 85 1 7 3 345 36 0

昼 間 測 定 時 間 (時間) 2 , 423 2 , 65 0 2 , 5 5 2 2 46 9 5 , 0 24 5 , 2 24

昼間の 1 時間値が 0 0 6 ppm を 超 えた 日 数
と 時間数

( 日 ) 9 1 1 8 1 25 46

(時間) 37 55 35 3 1 00 234

昼間の 1 時間値が 0. 1 2 ppm 以上 の 時間数 (時間) O O O O O O

昼 間 の 1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0. 082 0 . 08 1 0 . 086 0 . 068 0. 08 3 0. 092

昼 間 の 日 最 高 1 時 間 値 の 年平 均 値 ( ppm ) 0 042 0 . 046 0 . 03 9 0 . 03 6 0 . 03 5 0 045

(注) 昼間 と は 5 時か ら 2 0 時ま での時間帯

図 7 光化学オキ シ ダ ン ト 環境基準を超えた 日数の経年変化
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( 6 ) 降下ばい じん

降下ぽい じ ん の測定は 、 プ ポ ジ ッ ト ゲ ー シ法に よ る 測定を昭和 46 年 9 月 か ら 開始 し、 現在 4 市 1

村 、 。十 5 地点で実施 して い る 。

昭和 6 2 年度の測定結果 ( 表 4 1 ) を 見る と 、 最高は米子市糀町 ( 西部総合事務所 ) の 1 3 9 t o n /

蛭/月 で、 最低は倉吉市葵町 (倉吉市役所 ) 0. 8 t on/k舒/月 であ る か 年平均を見て も 全測点で汚染の

目 安 と さ れてい る 1 o t o n /臍/月 未満の部類に入 り 軽微な汚染 と い え る 。 ま た 、 経年的にみて も 横

ばい傾向にあ る 。 ( 図 8 )

表 4 1 降下ぱい じん量の経年変化

測定年度

測定点

昭和57 年度 昭和 58年度 昭和 59年度 昭和 60 年度 昭和 6 1 年度 昭和 62年度

最高 展 露 最高 履 露 白取一局 展 露 最一局 履 平均 目露坐局 展 露 最一局 履 露

鳥 取
山陰合同銀

行鳥取支店
1 2 . 9 1 . 9 6 . O 1 8 . 5 3 1 8 4 1 1 . 1 3 . 1 6 . 7 1 1 . 5 2 . 1 6 . 2 1 2 4 1 . 9 5 . 4 1 3 . 4 1 . 5 5 . 5

倉 吉 倉吉市役所 6 . 9 1 . 6 3 . 6 7 . 8 1 . 6 4 . 2 8 . 5 1 . 7 4. 3 4. 3 0 6 2 5 4. 8 0 6 2 . 9 4. 9 0 . 8 3 . O

米 子
西 部 総 合

事 務 所
9. 5 1 9 4. 8 1 2 . 9 2 . 7 6 . 8 1 0 . 3 1 . 3 5 . 7 1 0 . 1 1 . 9 5 . 1 1 5 . 8 1 6 5 . 8 1 3 . 9 2 . 4 5 . 8

境 港
済生会境港
総 合 病 院

1 1 . 8 2 . 8 6 . 2 1 3 . 4 2 . 5 7 . 1 1 1 . 1 2 . 7 6 . 5 1 0 4 1 . 7 5 . 1 1 4 7 1 . 1 5 4 9 . 5 2 . 2 5 . 5

日 吉津
日 吉 津
小 学 校

7 2 1 . 5 3 . 6 8. O 1 . 5 4 . 1 9 . 7 1 . 9 4 . 7 4. 6 1 4 3 2 1 0 9 0 . 6 4. 1 8 9 1 . 8 4. 6

プ ポ ジ ッ ト ゲ ー ジ法に よ る 降下ばい じ ん 汚染度の評価

汚 染 度 降下ばい じん量 ( t on 魚鰐月 ) 評 価

｣1I▲ 1 0 未 満 軽 微 な 汚 染

2 1 0 以 上 2 0 未 満 中 等 度 の 汚 染

L 3
2 0 以 上 高 度 の 汚 染
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図 8 降下ぽい じ ん量の経年変化

〔 山 陰 合 同 銀行
) 鳥 取 支 店

トー÷→ 倉 吉 市 役 所
( t on /k"月 )

9
8

7
6

5
4

3
2

×---× 西部総合事務所

　　　　 　 　　　　 　
□--｢口 日 吉 津 小 学校

×

團// 凹 "＼＼＼＼"/ルレキ セ壮

57 58 5 9 60 6 1 62

q
3 各汚染物質の経年変化

(1) 一般環境大気測定局

衛生研究所においては 、 二酸化硫黄濃度の年平均値は昭和 5 7 年度か ら 6 2 年度に おいて 0 005 ppm

であ り 横ばい傾向にあ る 。 一酸化炭素濃度は年平均値が 0. 4 ppm で横ばい傾向にあ る 。 浮遊粒子状物

質濃度は昭和 57 年度以来年平均値ははば横ばい傾向にあ る 。 窒素酸化物 ( 二酸化窒素 ) に つ い て

は 、 昭和 5 7 年度以来年平均値は 0. 0 0 8 ~ 0 . 0 0 5 pp皿 の 範囲にあ り 、 日 平均値か 0. 0 6 ppm を 超 え た 日

数は皆無であ る 。

光化学オキ シ ダ ン ト 濃度は昭和 5 7 年度以来、 昼間の 1 時間値が 0 0 6 ppm を超えた時間数はやや増

加傾向にあ る が 緊急時の措置基準 0 1 2 ppm を超えた時間は皆無であ っ た。

米子保健所においては 、 二酸化硫黄濃度の年平均値は昭和 5 7 年度か ら 6 2 年度において 、 0 0 0 8

ppm か ら 0. 0 0 4 ppm と やや減少傾向が う かがわれ る 。 一酸化炭素濃度は年平均値が 0. 5 ppm で横ば い 傾

向にあ る 。 窒素酸化物 ( 二酸化窒素 ) については 、 5 7 年度以来 日 平均値か 0 0 6 ppm を超えた 日 数は

皆無であ る 。

光化学オキ シ ダ ン ト 濃度は昭和 5 7 :年度以来、 昼間 の 1 時間値が 0, 0 6 ppm を超えた時間数“竜年増
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, 報 うi , ' ,加奢鰯室隧変逮鶯時の措置基凖 0‐ 1 2皿 を超え た時間は皆無であ る 。( 2 ) 自 動車排出 ガ ス 測定局

鳥取県物産観光センタ ー ( 鳥取市末広温泉町)で昭和57 年度か らの年平均値は 3. 0 ~ 4. o ppm であ り 、 1

時間値の 8 時間平均値が 20 p皿を超えたもの及び 1 時間値の 日平均値が 1 o ppmを超えた ものは皆無であった。

丸山交差点 ( 鳥取市松並町 ) 及び中国電力前 ( 米子市加茂町 ) については 、 鳥取県物産観光セ ン

タ ー ( 鳥取市末広温泉町 ) と 同程度ない しそれ以下の濃度か保たれて い る 。
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変節 大気汚染の防止対策
　　

瀞 .条例に よ る 規制
　

ふ義 法に よ る 規制 /
も大気汚染防止法 ( 以下 ｢法｣ と い う 。 )の仕組み と しては 、 施設の種類を定め (ばい煙発生施設30

蝨 粉じん発生施設 5 種 ) 各施設を設置 し よ ぅ と す る者 、 及び現に設置 して し ･ る 施設を変更 し よ う
する 者に対 して 、 届出 の義務 〔 法第 6 条設置届 、 第 8 条変更届 ) を課 し、 ま た 、 ばい煙排出者の

‘許すべき排出基準を定め 、 こ の排出基準に適合 しな し 、場合は 、 ばい煙排出者に対 し 。十画変更や故

ゞ 乾命 じ ( 法第 1 4 条 ) こ れに従わな い場合は罰則が適用 され る 。

に ょお 、 現在、 硫黄酸化物 はい じん 有害物質 ( 塩化水素等 ) 窒素酸化物等について 、 排出基
　　

が定め られてい る 。

◆ { 硫黄酸化物

ど , 硫黄酸化物の排出基準 ( 施行規則第 3 条 ) は 、 排出 口 の高 さ に応 じて定め られた硫黄酸化物の

尹許容限度 と して q = k x 1 0 3 x He 2 ( q は 1 時間当た り の硫黄酸化物の排出基準量、 He は有効

で 煙突高 、 k は排出係数ノ) で表 されてお り 規制は k 値で行われてい る 。 本県は 、 昭和 49年 4 月 1

日 か ら全域か 1 7. 5 と な っ て い る 。
　　 　

輳ばい じん

W~ ~ぽい じん の排出基準 ( 施行規則第 4 条 ) は 、 ばい煙発生施設において発生 し、 排出 口 か ら大気
　

警中に排出 される ぽい じん量について 、 発生施設の種類及び規模ご と に規制 されて い る 。

観近年、 石炭転換等エネ ルギ ー状勢の変化への対応 と 、 大気中の粒子状物質に対す る対策 と して

昭和 57 年 6 月 1 日 よ り 排出規制の改定強化が図 られた 。 改定の概要は①法第 3 条第 1 項 の規定に

畿 るばい じん の排出基準 ( 一般排出基準 ) を 1 / 2 に強化、 ② コ ー ク ス炉等の 7 施設 に つ い て 新

拠證排出基準を設定、 ⑧標準酸素濃度補正方式の導入に よ り 、 規制の公平を期す る 等であ る o

塩化水素

ぎ舷と水素の排出基準 ( 施行規則第 5 条第 1 号 ) は 、 ばい煙発生施設にお し ･ て発生 し 、 排出 ロ か
　 　

籤吠気中に排出 され る塩化水素について 、 発生施設の種類に よ り 規制 さ れて お り 廃棄物焼却炉
　 　

讓綴る。
定発生源に対す る全国一律の窒素酸化物排出基準 ( 施行規則第 5 条第 2 号 ) については 、 昭

　 　　

.年 8 月 に大型施設を対象 と す る第 1 次規制、 昭和 5 0 年 1 2 月 に対象施設の拡大等 を 内 容 と
雑

裟 次規制、 ま た 、 昭和 5 2 年 6 月 に対象施設の拡大及び排出基準の 強化を主 と す る 第 3 次

螂 戴こ昭和 54 年 8 月 1 0 日 か ら対象施設を拡大 した第 4 次規制、 更に昭和 58年 9 月 1 0 日 か
体燃料 ( 石炭等 ) に係 る 排出基準強化を主 と す る第 5 次規制を実施 してい る 。 ( 資料 8 参照 )
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才 その他の有害物質

その他の有害物質 ( 塩化水素を除 く 。 ) の排出基準 ( 施行規則第 5 条第 1 号 ) は 、 ばい煙発生施

設において発生 し、 排出 口か ら大気中に排出 され る有害物質について 、 発生施設の種類に よ り 規

制さ れて い る 。

力 粉 じ ん

粉 じんに関す る規制は 、 粉 じん発生施設について定め られて い る構造並びに使用及び管理に関

す る 基準 ( 施行規則第 1 6 条 ) に よ り 規定 されて い る 。

以上、 県では、 ばい煙排出者に課さ れて い る 排出基準の遵守を監視する ため 、 県内各保健所及

び衛生研究所を通 じて 、 施設立入検査を行い 煙道中排ガス測定、 重油の抜き取 り ( 含有硫黄分

測定 ) 等を 実施 し、 排出基準を上回 っ て い る 施設には、 ばい煙排出者に対 し 、 施設改善指導を 実

施 してい る 。

昭和 6 2 年度末現在におけ るばい煙発生施設 ( 表 42 ) ま た 、 粉 じん発生施設 ( 表 4 3 ) は次の

と お り であ る 。

表 42 大気汚染防止法に基づ く ばい煙発生施設種類別届出数

( 電気工作物 ガ ス工作物である ばい煙発生施設を含む )

令別表第一
の 頃 番 号 施設名、~迪保鼬健所名 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 根 雨 。十

14 ボ イ フ ー 2 1 5 26 1 03 228 1 3 585

2 カ ス 発 生 炉 2 2 4

5 溶 解 炉 4 4 ノ

6 金 属 加 熱 炉 1 2 4 1 6

7 石 油 加 熱 炉 ･11- 2 3

9 焼 成 炉 2 2 4

1 1 乾 燥 炉 3 〔 3〕 3 〔 3 〕 4 〔 4〕 1 2 〔 1 0〕 1 〔 1 〕 2 3 〔 2 1 〕

1 3 廃 棄 物 焼却 炉 15 1 1 6 40 9 8 1

。十 238 ( 1 5 9 ) 4O ( 3 1 ) 1 25 ( 83 ) 2 94 ( 1 83 ) 23 ( 1 7 )
獨〆 ~夕げ
720 (473 )

(注) 〔 〕 骨材乾燥炉数 ( ) 工場 事業場数 ( 昭和 6 3 年 3 月 3 1 日 現在 )
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表 43 大気汚染防止法に基づ く 粉 じん発生施設種類別届出数

( 電気工作物であ る 粉 じ ん発生施設を含む )

令別表第二
の 頃 番 号 施設君辺保鼬所名 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 根 雨 。十

2 堆 積 場 2 1具 2 8 2 1 5

3 コ ン ベ ア 24 3 1 3 1 8 聡閃

4 窿 匪 鬚 12 5 7 7 副 鱒

5 ふ る い 7 3 2 7 1 9

。十 45 ( 8 ) 1 2 ( 3 ) 2 ( 2 ) 30 ( 1 1 ) 34 ( 3 ) 1 23 ( 27 )

(注) ( ) 工場 . 事業場数 ソ ク リ 〉 / 2 “J ( と ぼ> ( 昭和 6 3 年 3 月 3 1 日 現在 )

@ (2 ) 自 動車排出 ガ ス規制
自 動車排出 ガ ス に よ る 大気汚染防止対策 と して 、 国において 中央公害対策審議会の答申に基づ き

新車及び使用過程車を対象 と して一酸化炭素、 炭化水素、 窒素酸化物等に係る 規制が段階的に強化

され、 排出 ガ ス の量の 削減が図 られてい る 。

(3 ) 条例に よ る 規制

ァ 粉 じん関係特定施設

鳥取県公害防止条例(昭和 46 年 1 0 月 1 2 日 公布、 県条例第 35 号 、 昭和47年 4 月 1 日 施行) に よ る

規制は 、 パーク炭製造施設及び貯蔵施設、 打綿機、 混打臨機を粉じん関係特定施設 く表 44 ) と し、 施

設管理基準 (表45 ) を定めて規制 しているが、 昭和 63年度末現在の届出数は表46 の と お り であ る 。

表 44 粉 じん関係特定施設 と 規模

施 設 名

1 . パ ー ク 炭 ( の こ 屑 、 木皮等を炭化 させ微粉炭に した も の ) 製造施設及び貯蔵施設

2. 打綿機及び混打綿機

表 45 粉 じん 関係特定施設に係 る構造並びに使用及び管理に関す る基準

管 理 基 準

次の各号のいずれかに該当す る こ と 。

1 . 粉 じ んが飛散 しに く い構造の建築物内 に設置 さ れて い る こ と 。

2 . フ ー ド 及び集 じん機が設置 されてい る こ と 。

3 . 戸 ･ 窓等が密閉 されて い る こ と 。

4. 前各号 と 同等以上の効果を有す る措置が講 じ られてい る こ と 。
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表 46 公害防止条例に基づ く 粉 じ ん関係特定施設種類別届出数

施設 、、~、辺保越健所名 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 贓 。十

打 綿 機 2 1 ( 1 8 ) 8 ( 8 ) 2 6 ( 24 ) 33 ( 27 ) 3 ( 3 ) 9 1 ( 80 )

混 打 綿 機 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 2 ( 2 )

パ ー ク 炭製造 ( 貯蔵 ) 施設 1 く り 1 ( D

。十 22 ( 1 9 ) 9 ( 9 ) 26 ( 24 ) 34 ( 2 8 ) 3 ( 3 ) 94 ( 83 )

( 注) ( ) は事業場の薮 / ( “ ; “ 〉 と艀め 救で念。 6 3君月 3 1 日 現在 )
　　 　　

イ 屋外燃焼行為

屋外におけ る 燃焼行為に伴い発生す る ばい煙 、 悪臭等を規制す る ため 、 昭和 6 3 年 1 0 月 1 日 か

ら 、 ゴ ム 、 皮革、 合成樹脂、 廃油 、 硫黄及び ピ ッ チ並びに こ れ ら を含む物を屋外において燃焼 さ

せ る こ と を禁止 して い る 。 たた し、 次に掲げ る場合は こ の限 り てな い 。

の 燃焼炉の使用等適切な処理の方法に よ り 燃焼 させ る 場合

贅) 住民が事業活動以外の 目 的で少量燃焼さ せる 場合

例 風水害等の災害のため生 じた廃棄物をやむを得ず少量燃焼 さ せ る場合

⑯ 農作物の凍霜害防止等の 目 的て最小限度の量を燃焼 させ る 場合

④ 前各号に掲げる場合のほか 、 知事か公益上やむを得ない と 。私め る場合

2 監視状況 と 行政指導

(1) 煙道中排出 ガ ス 測定立入検査 !ふさ が、
昭和 6 2 年度中に踵道中排出 ガス測定立入検査を実施 し滋施設 ( 表 47 ) は延べ★★←“施設 ( 39 工場

-… 競総裁仇 遺愛があう鞄が ･ 、苺 銭･も葹殼攻寄せ帆た。
事業場 ) であ り 、＼寿幅旁弓 も 拶弗曲基準L★ェ、であニニ字ノ

表 47 昭和 6 2 年度煙道中排出 ガス 測定立入検査状況

令別表第 1 の施設数

硫黄酸化物 ぽ い じ ん 塩 化 水 素 窒素酸化物 合 。十

立施設入数 魁反数
立 入

施設数 匙霰
立 入

施設数 魁援
立 入

施設数 魁援 海公 魁援
1 ボ イ フ ー t 9 24 O 2う 25 ' 1 ハU“ O 23 24 o 1 %物部 場

9 焼 成 炉 0 0 O ‘ 1 O 0 0 O 0 9 O ′ギ ノ15 O

1 1 乾 燥 炉 f 1 O ' l O 0 O O r 1 O 叢g O

1 3 廃棄物焼却炉 事 6 O D n Z 2 と 8 1 【 0 4 O 傷絞貧り G3

。十 @ ノ
O
砂38 3 3 ⑫ 8 ○ 1 ⑩29 6 1 106 ( 3 9) ぐ毒

厚 い◇〉(注) ( ) ･工場 事業場数
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( 2 ) 重油抜取 り 検査

大気汚染防止法に基づ く 硫黄酸化物排出基準 ( K値規制 ) に係 る適合状況につ い て 昭和 62 年度

中に 露エ場 事業場に立入検査を実施 し 、 使用燃料中の重油の抜き取 り 検査を行 っ た結果き 、ず

れ も基準以下であ った 。

(3 ) 大気関係監視指導状況

昭和 6 2 年度中に実施 したばい煙発生施設及び粉 じん発生施設等に対 して施設 の改善等で行政指

導 した延件数は表 48 の と お り であ る 。

表 48 大気関係監視廷指導件数

項 目

ばい煙発生施設

。十

粉 じ ん 発 生 施 設

。十 合 。十

法 その他 法 条 例 その他

廷監視指導件数 髭麩 47 48 2 る / ち O 3 485
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